
令和６年度 第１回
川崎市指定介護保険事業者等集団指導講習会

令和６年度介護報酬改定における条例改正関係

～訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーショ
ン・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・居宅療養管理指導～

健康福祉局長寿社会部
高齢者事業推進課
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以上で終了です。

御清聴ありがとうございました。


